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各  位 
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問合せ先 取締役   松本貞子 
（TEL．03-5443-7489） 

 
（経過開示 2）Cardio3 BioSciences Asia Holdings, Ltd. との心臓形成幹細胞療法に

かかる業務委託契約の撤回に関するお知らせ 
 

平成 26 年 9 月 29 日に公表した「（経過開示）Cardio3 BioSciences Asia Holdings, Ltd.との心

臓形成幹細胞療法にかかる業務委託契約書締結に関するお知らせ」にて、C3BS Asia 社より、当

該業務委託契約を締結していないため同月 26 日付の開示を取り下げるよう要請があった旨を開

示いたしましたが、本日の取締役会において、C3SB Asia 社との当該契約を撤回することを決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 
記 

1. 本件に至った経緯 
   当社は、心筋細胞の再生を試みる治療法（C-Cure）に再生因子を組み合わせた治療法の可

能性があることから、C3BS Asia 社の日本での心臓形成幹細胞療法に関する事業展開におい

て必要となる業務を当社が独占的に受託することで、C3BS 社または C3BS Asia 社、Medisun
社、Mayo Clinic と新たな関係を構築し、将来にわたるさらなる関係強化を視野に、C3BS Asia
社との業務委託契約に関して、当社代表の田中と取締役である王が中国に出向き、今後の業

務内容、役割分担等について C3BS Asia 社の会長 Danny 氏と協議してまいりました。当該

契約については、平成 26 年 9 月 25 日に、王と Danny 氏が同月 26 日を契約締結日とするこ

とで口頭で最終合意しておりましたので、C3BS Asia 社において締結の手続きが完了したと

判断し、同月 26 日に開示いたしました。しかしながら、平成 26 年 9 月 28 日に、C3BS Asia
社より当該契約は締結していないので同月 26 日の開示を取り下げるよう要請があり、これに

対して王が Danny 氏に SNS や電話により連絡をとりましたが、締結していないので開示を

取り下げるよう要請するのみでしたので、同月 29 日にその旨を開示いたしました。その後、

王は引き続き複数回にわたってSNSや電話によりC3BS Asia社のDanny氏へ事情説明を求

めてまいりましたが、当該契約を締結していないという以外に回答はなく、現時点において

もその理由は不明なままであります。 

   当社といたしましては、かかる状況を踏まえ、これ以上契約締結の事実に執着することは

得策でないと考え、本日の取締役会において契約締結の決議を撤回することを決議したもの

です。 
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2. 今後の見通し 
C3BS Asia 社とは、今後新たな関係構築を行うかどうかは不明です。なお、本件による業

績への影響はありません。                      
以 上 


